
 

議案第１５５号 

さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

令和５年９月６日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人   

さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正する条例 

さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例（平成１３年さいたま市条例第

１９５号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

目次 目次 

第１章～第９章 ［略］ 第１章～第９章 ［略］ 

第１０章 市及び市から非常災害により生じた廃 

棄物の処分の委託を受けた者が行う一 

般廃棄物処理施設の設置及び管理 

第１０章 市が行う一般廃棄物処理施設の設置及 

び管理 

第１節・第２節 ［略］ 第１節・第２節 ［略］ 
第１１章・第１２章 ［略］ 第１１章・第１２章 ［略］ 
附則 附則 

  
第１０章 市及び市から非常災害により生じ 

た廃棄物の処分の委託を受けた者 

が行う一般廃棄物処理施設の設置 

及び管理 

第１０章 市が行う一般廃棄物処理施設の設 

置及び管理 

（公衆の縦覧等の対象となる施設の種類） （一般廃棄物処理施設の設置等に係る生活環境影 

響調査） 
第４６条 法第９条の３第２項（同条第９項におい

て読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。）

の規定による同条第１項に規定する調査（以下「

生活環境影響調査」という。）の結果を記載した

書類（以下「調査書」という。）の公衆の縦覧及

第４６条 市長は、市が設置する法第８条第１項に

規定する一般廃棄物処理施設の設置又は当該一般

廃棄物処理施設に係る法第９条の３第８項に規定

する変更（以下「対象施設の設置等」という。）

に当たっては、同条第１項に規定する周辺地域の



 

び生活環境の保全上の見地からの意見書（以下「

意見書」という。）を提出する機会の付与の対象

となる一般廃棄物処理施設の種類は、次に掲げる

施設とする。 

⑴ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（ 

 昭和４６年政令第３００号。以下この条におい 

て「政令」という。）第５条第１項に規定する 

ごみ処理施設のうち焼却施設 

⑵ 政令第５条第２項に規定する一般廃棄物の最 

終処分場 

生活環境に及ぼす影響についての調査（以下「生

活環境影響調査」という。）を行い、当該生活環

境影響調査の結果を記載した書類（以下「調査書

」という。）を作成するものとする。 

２ 前項の規定は、法第９条の３の２第２項の規定

により適用する法第９条の３第２項の規定による

調査書の公衆の縦覧及び意見書を提出する機会の

付与の対象となる一般廃棄物処理施設について適

用する。 

 

３ 法第９条の３の３第２項（同条第３項において

読み替えて準用する法第９条の３第９項において

読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。）の

規定による法第９条の３の３第１項に規定する調 

査（以下「受託に係る生活環境影響調査」という。

）の結果を記載した書類（以下「受託に係る調査 

書」という。）の公衆の縦覧の対象となる一般廃 

棄物処理施設の種類は、政令第５条第１項に規定 

するごみ処理施設のうち焼却施設とする。 

 

  

（調査書の縦覧） （調査書の縦覧） 

第４７条 市長は、法第９条の３第２項の規定によ

り調査書を公衆の縦覧に供しようとするときは、

その旨を公告し、当該公告の日から１月間、当該

公告において指定する場所で縦覧に供するものと

する。 

第４７条 市長は、法第９条の３第２項（同条第９

項において準用する場合を含む。）の規定により

調査書を公衆の縦覧に供しようとするときは、そ

の旨を公告し、当該公告の日から１月間、当該公

告において指定する場所で縦覧に供するものとす

る。 

２ 前項の規定は、法第９条の３の２第２項の規定

により適用する法第９条の３第２項の規定により

調査書を公衆の縦覧に供しようとする場合につい

て適用する。この場合において、前項中「１月間

」とあるのは、「１月間の範囲内で、非常災害の

状況を勘案して市長が必要と認める期間として当

該公告で指定する期間」とする。 

 

３ 第１項の規定は、法第９条の３の３第２項の規

定により受託に係る調査書を公衆の縦覧に供しよ

うとする場合について準用する。この場合におい

て、第１項中「１月間」とあるのは、「１月間の

範囲内で、非常災害の状況を勘案して市長が必要

と認める期間として当該公告で指定する期間」と

読み替えるものとする。 

 

  
（意見書の提出） （意見書の提出） 

第４８条 前条第１項の規定による公告があったと 第４８条 前条の規定による公告があったときは、



 

きは、当該公告に係る一般廃棄物処理施設の設置

又は変更に関し利害関係を有する者は、前条第１

項の縦覧の期間満了の日から２週間を経過する日

までに、市長に対し、意見書を提出することがで

きる。 

当該公告に係る対象施設の設置等に関し利害関係

を有する者は、同条の縦覧の期間満了の日から２

週間を経過する日までに、市長に対し、生活環境

の保全上の見地からの意見書（以下「意見書」と

いう。）を提出することができる。 

２ 意見書の提出先は、前条第１項の規定による公

告において指定するものとする。 

２ 意見書の提出先は、前条の規定による公告にお

いて指定するものとする。 

３ 前２項の規定は、法第９条の３の２第２項の規

定により適用する法第９条の３第２項の規定によ 

る意見書の提出期限及び提出先について適用する。

この場合において、第１項中「２週間」とあるの 

は、「非常災害の状況を勘案し市長が必要と認め 

る期間として当該公告で指定する期間」と読み替 

えるものとする。 

 

４ 第１項及び第２項の規定は、法第９条の３の３

第２項の規定による意見書の提出期限及び提出先

について準用する。この場合において、第１項中

「２週間」とあるのは、「非常災害の状況を勘案

し市長が必要と認める期間として当該公告で指定

する期間」と読み替えるものとする。 

 

  

（他の地方公共団体の長との協議） （他の地方公共団体の長との協議） 

第４９条 市長は、生活環境影響調査（受託に係る

生活環境影響調査を含む。）を行った地域に他の

地方公共団体の区域が含まれる場合には、当該地

方公共団体の長に調査書（受託に係る調査書を含 

む。）の写しを送付し、当該調査書の縦覧及び意 

見書を提出する機会の付与の手続を実施すること 

について協議するものとする。 

第４９条 市長は、生活環境影響調査を行った地域

に他の地方公共団体の区域が含まれる場合には、

当該地方公共団体の長に調査書の写しを送付し、

当該調査書の縦覧及び意見書を提出する機会の付

与の手続を実施することについて協議するものと

する。 

  

（環境影響評価との関係） （環境影響評価との関係） 

第５０条 法第９条の３第１項又は第８項の規定に

よる届出（法第９条の３の２第２項の規定により

適用する場合及び法第９条の３の３第１項の規定

による届出（同条第３項の規定により準用する場

合を含む。）する場合を含む。）は、次の各号の

いずれかに該当するときは、第４７条第１項（同

条第２項の規定により適用する場合及び同条第３

項の規定により準用する場合を含む。）並びに第

４８条第１項及び第２項（これらの規定を同条第

３項の規定により適用する場合及び同条第４項の

規定により準用する場合を含む。）に定める手続

を経たものとみなす。 

⑴ 環境影響評価法（平成９年法律第８１号）第 

  ２７条の規定による環境影響評価書（生活環境

影響調査に相当する内容を有するものに限る。

次号において同じ。）に係る公告及び縦覧の手

続を経たとき。 

⑵ さいたま市環境影響評価条例（平成１５年さ 

  いたま市条例第３２号）第２２条の規定による

第５０条 対象施設の設置等に関し、環境影響評価

法（平成９年法律第８１号）第２７条又はさいた

ま市環境影響評価条例（平成１５年さいたま市条

例第３２号）第２２条の規定による環境影響評価

書（生活環境影響調査に相当する内容を有するも

のに限る。）に係る公告及び縦覧の手続を経たと

きは、当該環境影響評価書は、法第９条の３第１

項の規定による届出に要する調査書で第４７条及

び第４８条に定める手続を経たものとみなす。 



 

環境影響評価書に係る公告及び縦覧の手続を経

たとき。 

２ 前項第１号又は第２号の環境影響評価書に係る

公告及び縦覧の手続に当たって、さいたま市環境

影響評価条例第５８条の規定による協議を行った

ときは、前条の規定による協議を行ったものとみ

なす。 

２ 前項の環境影響評価書に係る公告及び縦覧の手

続に当たって、さいたま市環境影響評価条例第５

８条の規定による協議を行ったときは、前条の規

定による協議を行ったものとみなす。 

  

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


